
介護保険のしくみ

　介護保険は市町村が保険者となって運営し、40歳以上

の方が負担する保険料と公費によって保険給付費がまか

なわれます。

　40歳以上の方で、介護が必要となった場合、受けた介護

サービス費用の9割～7割が保険から給付されます。その

際、1割～3割の自己負担があります。

被保険者と保険料

　65歳以上の方は第1号被保険者、40歳～64歳までの方

は第2号被保険者になります。

○第1号被保険者…65歳以上の方

　保険料は宜野湾市に納めます。年額18万円以上の公的

年金受給者は、年金から天引き（特別徴収）となり、その他

の方は納付書等による納付（普通徴収）となります。

○第2号被保険者…40歳～64歳までの方

　保険料は、給料の額等に応じて徴収され、医療保険の保

険料に上乗せして医療保険者に納めます（国民健康保険、

各種健康保険組合、政府管掌保険等）。

　第2号被保険者については、初老期の認知症や脳卒中等

老化にともなう病気（特定疾病）が原因で、介護が必要と認

められた場合にサービスを利用できます。

�����（����）

問  介護長寿課　☎893-4411（内線167・189・193・712）

�������

問  介護長寿課　☎893-4411

施 設 名 住 所 電 話 番 号
ふてんま 普天間1-9-3 ☎943-4165

かいほう 真志喜2-22-2 ☎942-8377

ふれあい
我如古402　ケアビレッ

ジふれあい我如古 1F
☎897-4165

ぎのわん 宜野湾3-3-13 ☎896-1339

　高齢者の皆様が、いつまでも健やかに住み慣れた地域で安

心して生活していただくために、相談窓口として日常生活圏

域ごとに「地域包括支援センター」を設置しております（計4

か所設置）。社会福祉士や保健師、主任介護支援専門員などの

専門スタッフを配置し、介護保険に関する相談や権利擁護、

高齢者の健康づくりなど、さまざまな面から支援をします。

地域包括支援センター

介護保険

福祉

民生委員・児童委員とは？

　民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受け、社

会福祉を推進するため様々な活動を行う地域で一番身近

な相談・支援のボランティアです。どこへ聞いたらいいの

か分からない、困ったなと思うことがあれば、お気軽にご

相談ください。

民生委員・児童委員
問  福祉総務課　☎893-4411（内線128・129）

　お住まいの地域を担当する委員を知りたいときは、福祉

総務課にお問い合わせください。

社会調査
担当地区内の住民の実態や福祉ニーズを日常

的に把握します。

相談
地域住民が抱える問題について、親身になっ

て相談にのります。

情報提供 社会福祉の制度やサービスの情報を住民に提供します。

連絡通報
適切な福祉サービスが受けられるように関係

機関との連絡役となります。

どんな活動をしているの？

調整 適切なサービスが受けられるよう調整します。

生活支援
住民の生活支援活動を自ら行い、支援体制を

作っていきます。

意見具申
活動を通して得た問題点や改善策についてとりま

とめ、必要に応じて関係機関などに提起します。

令和3年2月1日より、内線番号が

3ケタから4ケタへ変更となります。

市民の皆さまへはお手数をおかけしますが、

改めてお問い合わせをお願いいたします。
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○福祉用具や住宅改修等のサービス

福祉用具の貸与

　 日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練に資するとと

もに利用者を介護する者の負担軽減を図るため用具（車

いすやベッド等）を貸与するサービスです。

福祉用具の購入

　 福祉用具のうち、貸与になじまない排せつや入浴に使わ

れる道具を購入する際に、購入費の一部を支給するサー

ビスです。

住宅改修費の支給

　 手すりの取り付けや段差の解消等住宅改修費用の一部

を支給するサービスです。

特定施設入所者生活介護

　 介護保険の事業所指定を受けた有料老人ホームやケア

ハウス等で、生活しながら利用できる介護サービスで

す。

地域密着型サービス

　住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に

応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。利用者は宜

野湾市の住民に限定され、市が事業者の指定や監督を行い

ます。

小規模多機能型居宅介護

　 住み慣れた地域にある小規模な施設に日帰りで通うこ

と（通所）を中心に、状況に応じて泊まったり（宿泊）、自

宅に訪問してもらったりしながら介護を受けます。自宅

で安心して生活し続けるためのサービスです。

認知症対応型共同生活介護

　 認知症の高齢者が、家庭的な環境で共同生活をしなが

ら、介護や日常生活上の世話を受けられます。

地域密着型通所介護

　 日帰り介護施設等で入浴・食事の提供やその他日常生活

上のお世話と機能訓練等のサービスです。（利用定員が

18人以下の通所介護事業所）

認知症対応型通所介護

　 認知症の方を対象とした通所介護です。少人数で家庭的

な雰囲気のなか、通所により入浴や食事介助、リハビリ

やレクリエーションなどをして過ごします。

在宅サービス

居宅介護支援（ケアマネジメント）

　 介護サービス計画の作成や、サービス提供機関と連絡調

整を行います。このサービスは保険から10割給付され

るため、利用者負担はありません。

○家庭を訪問してのサービス

訪問介護（ヘルパー）　※予防の方は総合事業へ移行

　 在宅で、ホームヘルパー等から受ける入浴・トイレ・食事

等の介護やその他日常生活上のお世話です。

訪問入浴介護

　 在宅で、浴槽を提供されて受ける入浴の介護です。

訪問リハビリテーション／

　 在宅の要介護者等が、在宅で受ける、身体の機能の維持

回復を図り日常生活の自立を助けるための理学療法・作

業療法等のリハビリテーションです。

医師等の指導（居宅療養管理指導）

　 病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師等から受け

る療養上の管理と指導です。

訪問看護

　 看護師等が家庭を訪問して、療養上の世話や、診療の補

助等を行います。

○施設へ通所または短期間利用してのサービス

通所介護（デイサービス） ※予防の方は総合事業へ移行

　 日帰り介護施設等で入浴・食事の提供やその他の日常生

活上のお世話と機能訓練等のサービスです。

通所リハビリテーション（デイケア）

　 老人保健施設、病院・診療所で受ける、心身の機能の維持

回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法や

作業療法等のリハビリテーションを行います。

短期入所生活介護（ショートステイ）

　 特別養護老人ホーム等が短期間預かり、入浴・トイレ・食

事等やその他の日常生活上のお世話と機能訓練を行う

サービスです。

短期入所療養介護

　 介護老人保健施設・介護療養型医療施設等への短期入所

で受ける、看護、医学的管理下の介護と機能訓練等の必

要な医療と日常生活上のお世話をするサービスです。

介護保険で受けられるサービス
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　＋　＋　＋　＝自己負担
施設サービス費

の1割
～3割

居住費 食　費
日常

生活費

要介護度
1カ月に利用できる

金額の上限（めやす）

上限まで利用した場合

の自己負担額（めやす）

（1割負担の場合）

要支援1  50,320円  5,032円

要支援2 105,310円 10,531円

要介護1 167,650円 16,765円

要介護2 197,050円 19,705円

要介護3 270,480円 27,048円

要介護4 309,380円 30,938円

要介護5 362,170円 36,217円

②福祉用具購入費支給限度基準額

　 10万円（支給限度額の管理期間は、毎年4月から1年間）

③住宅改修費支給限度基準額

　 20万円（支給限度額の期間はありませんが、要介護状態

が著しく高くなった場合や転居した場合は、再度利用が

できます）

利用者負担（利用料）の支払い

　 介護保険では、介護サービスを利用する際にかかった費

用の1割～3割を、サービス提供事業所に支払っていた

だきます。残りの9割～7割は原則として現物給付（保険

から給付）されます。

　 また、施設に入所した場合、施設介護サービス費の利用

者負担（1割～3割）のほかに、食費の一部も負担してい

ただきます。

　 なお、保険料の滞納があった場合、現物給付されている1

割から3割分を償還払い※とする方法や、保険給付率を

7割に減額される場合があります。

　※ 償還払い＝サービス費用の全額を利用者が支払い、後

に市の窓口に申請することによって、9割から7割分

を市から払い戻しを受ける方法

施設サービスを利用した場合の負担額

　 施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割、

居住費、食費、日常生活費が自己負担となります。

　 要介護認定を受けている方で、世帯全員が住民税非課税

等一定の要件を満たす場合、申請にもとづき介護保険施

設の入所、またはショートステイ利用時の居住費（滞在

費）と食費に関して、自己負担額の上限が設定されてい

る認定証を交付します。（認定証には有効期限がありま

す。期限切れの場合、新たに申請していただく必要があ

ります）

高額介護サービス費

　 同一世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合等、利

用者負担が著しく高額になった場合、上限額を越えた部

分については、申請にもとづき高額介護サービス費が支

給されます。低所得の方には、負担が重くならないよう

に低い上限額が設定されています。

高額医療・高額介護合算制度

　 同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせ

た自己負担が、決められた限度額を500円以上超えた場

合、申請すると超えた分が支給される制度です。

施設サービス

　施設サービスは、要介護と認定された方が利用できる

サービスです。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

　 常に介護が必要で、在宅での介護が困難な方に介護を行

います（要介護3以上）。

介護老人保健施設（老人保健施設）

　 病状が安定した状態にあり、リハビリや介護が必要な方

に、機能訓練や日常生活への支援を行います。

介護療養型医療施設（療養型病床群等）

　 病状が安定しており、医療の必要性が高い等の理由で長

期間にわたり療養が必要な方に、介護等の世話や機能訓

練・医療を行います。

介護医療院

　 主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医

療と介護（日常生活上の世話）が一体的に受けられます。

支給限度額

　サービスを利用した場合、原則として費用の1割～3割

を負担して、9割～7割が介護保険から給付されます。

　ただし、上限を超えてサービスを利用した場合、超えた

分は全額が自己負担になります。

① 居宅サービス費区分支給額限度基準額
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非該当非該当

一般介護

予防事業

総合事業

■一般介護予防事業
　※全高齢者利用可能

■介護予防・

　生活支援サービス
　総合事業が利用できる！

　●通所型サービス

　●訪問型サービス

　●生活支援サービス等

介護保険給付

■施設サービス

■住宅サービス

■地域密着型サービス

　介護給付が利用できる！

●介護老人保健施設

●訪問看護・短期入所

●夜間対応型訪問介護

●認知症対応型共同生活介護

　等

介護保険給付

■介護予防サービス

■地域密着型

　介護予防サービス
　予防給付が利用できる！

　●介護予防通所リハビリ

　●介護予防小規模多機能型

　　居宅介護等

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

非該当

様々なサービスを利用してより良い暮らしを・・・

介護サービスの利用手続きへの道介護サービスの利用手続きへの道

要支援１

要支援2

利用相談者 市町村窓口へ相談市町村窓口へ相談

チェックリスト実施チェックリスト実施

要介護認定の申請をします要介護認定の申請をします

●本人の家族　●成年後見人

●居宅介護支援事業者　●介護保険施設　

●地域包括支援センターによる代行申請も可能です。

●要介護・要支援認定申請書

　（介護長寿課で受け取ります）

●介護保険証

　（４０～64歳の方は医療保険の保険者証）

■申請方法

■訪問調査

■一次判定 （コンピューター判定）

■二次判定 （介護認定審査会）

■申請に必要なもの

要介護認定審査要介護認定審査

心身の状況を調べるために調査員が調査に伺います。

※本人の状態をよく分かる方が立ち合いをしましょう。

※全国共通の調査票を用いて調査します。

市町村の依頼により、主治医が意見書を作成します。

■主治医による意見書

公平に判断するため、訪問調査・主治医意見書を

コンピューター分析し、要介護状態区分を導き出します。

一次判定結果や主治医意見書を基に保健・医療・福祉の専門家が審査します。

※申請書には、主治医の氏名、医療機関名等を記入し

　ます。主治医がいない場合は窓口にご相談ください

サービス事業対象者

結
果
の
通
知

結
果
の
通
知

申
請
か
ら
原
則
30
日
以
内
に
市
役
所
か
ら「
認
定
結
果
通
知
書
」と
結
果
が
記
載
さ
れ
た
介
護
保
険
証
が
届
き
ま
す
。
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こ ん な 時 に は 届 け 出 を 届 け 出 に 必 要 な も の 手 続 き 方 法

要介護認定を受ける時

①認定申請書
②被保険者証
　65歳以上の方…介護保険証
　40～64歳の方…医療保険証

本人・家族等が要介護認定の申請書を提出してくだ
さい。
居宅支援事業者等の代行申請も可能です。

転入するとき

≪認定を受けている方≫
介護保険受給資格証明書

転入した日から14日以内に介護長寿課で手続きを
してください。

≪認定を受けていない方≫
特に必要ありません。

被保険者証を当日または後日郵送します。

市外へ転出するとき
（認定を受けている方）

被保険者証

被保険者証を転出届出の際にお持ちいただくか、郵
送で介護長寿課までお返しください。
認定を受けている方は、介護保険受給資格証明書を
お渡しいたしますので転出先に提出してください。

市内転居・氏名を変更したとき 被保険者証
新しい被保険者証を交付いたしますので、お手元に
ある被保険者証をお持ちになり、介護長寿課までお
こしください。

被保険者が亡くなったとき 被保険者証
お手元にある被保険者証をお持ちになり、介護長寿
課で手続きをしてください。

被保険者証をなくしたとき
身分を証明するもの

（健康保険証等）
再交付いたしますので、介護長寿課で手続きをして
ください。

届け出一覧

　高齢者やその家族が安心して暮らせるように、市では、

緊急通報システムの設置、さまざまなサービスや手当等の

支給を行っています。

　健康で生きがいのある生活が送れるよう、60歳以上の

方を対象に、健康増進や教養講座、自主活動（サークル）等

の場を提供しています。

老人福祉センター
問  赤道老人福祉センター　☎893-6400

伊利原老人福祉センター　☎890-7131

　シルバー人材センターは、高齢者の豊かな経験、知識や

技能を活かして、就業機会の確保や社会参加、福祉の増進

を図り、高齢者の能力をおおいに発揮できる生き生きとし

た活力ある地域社会を目指しています。

シルバー人材センター
問  ☎893-6828

　一人暮らしのお年寄りが、安心して暮らせるように緊急

通報装置を設置いたします。緊急時にペンダント式の発信

器で通報センターへ連絡が行えるものです。

対象者／ 65歳以上で、常時見守りを必要とする“虚弱

な”一人暮らしの方または高齢者世帯

緊急通報システム
問  介護長寿課　☎893-4411（内線172）
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身体障害者手帳

　身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が身体障害者

福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に交

付されるもので、身体障害者手帳を持つことによって様々

なサービスが受けられるようになります。手帳は、重度か

各種手帳
問  障がい福祉課　☎893-4411（内線217・491・161・162）

　認知症等により行方不明になる不安を感じている方の

登録を行い、認知症高齢者等および家族等の安全・安心な

生活を支援します。

対　　象／ 宜野湾市内在住の認知症の方（若年性認知症

の方も含む）

利 用 料／無料

必要な物／ 本人の顔写真、全身写真、申請者及び登録者

の印鑑

宜野湾市認知症高齢者等
おかえり支援ネットワーク事業
問  介護長寿課　☎893-4411（内線207）

○あしび村やーデイサービス事業

　地域の公民館に月4回集まり、趣味の講座や地域でやり

たいことを計画し事業を実施して生きがいづくり活動を

行う。

対 象 者／おおむね65歳以上の高齢者

費　　用／ 参加費　1回100円（食事、教材費は実費自己

負担）

○軽度生活援助事業

　家屋内の整理整頓や食材の買い物等の軽度な援助・見守

りを行います。

対 象 者／ 介護保険のサービスを受けていない65歳以

上の独居又は高齢者世帯

利 用 料／1時間当たり100円

○一人暮らし老人等保健飲料給付事業

　独居高齢者の自宅に週1回保健飲料を届け、コミュニ

ケーションの機会を作るとともに見守り支援を行います。

対 象 者／ 65歳以上の高齢者

高齢者地域生活支援事業
問  宜野湾市社会福祉協議会　☎892-6525

　高齢者の安全・安心を守る取り組みとして、65歳以上の

方を対象に健康安心キットを配布する事業です。

　万一の緊急事態に本人等が病状等を説明することが出

来ない場合、キットを活用して情報提供できます。

対象者／ 宜野湾市内に在住している65歳以上の方（世

帯に1セット）

健康安心キット
問  健康増進課　☎898-5583

　在宅高齢者を介護している家族等へ、介護用品を給付する

ことにより家族の身体、精神、経済的負担の軽減を図ります。

対象者／ 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。  

①宜野湾市に住民票を有する  

②介護保険の認定が「要介護4」または「要介護5」  

③世帯員全員が市県民税非課税  

④在宅で介護を受けている  

⑤ 家族が同居または隣地で事実上同居に近い

形で介護にあたっており、家族および高齢者

が非課税世帯に属するとき

支給／1人あたり月額6,250円相当の支給証

給付対象となる介護用品／ 紙おむつ、使い捨て手袋、尿

取りパット、おしり拭き、お

むつカバー

家族介護用品支給事業
問  介護長寿課　☎893-4411（内線172）

　65歳以上の一人暮らし、高齢者のみ世帯で食事の調理

が困難な方で

① 要介護認定を受けており、市内に支援者が居住していな

い市県民税非課税世帯の方

　または

②総合事業対象者または要支援認定を受けている方

利 用 料／1食350円（普通食）、400円（特別食）

利用回数／週5回まで（昼食のみ）

食の自立支援事業
問  介護長寿課　☎893-4411（内線172）

　宜野湾市では、災害時に一人で避難することが困難な方

や、何らかの手助けを必要とする方に対し、災害時要援護

者登録の推進と登録者への避難誘導や安否確認等を行う

事業を展開しています。

　登録者に対しては、事前に各関係機関への個人情報提供に同

意を頂いており、日頃から災害時に備え、役所や社協、自治会・

民生委員をはじめとする地域の方々や関係機関などでスムー

ズな情報共有が図れる体制づくりにも取り組んでおります。

災害時要援護者避難支援事業
問  福祉総務課　☎893-4142
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障 が い 福 祉 課

給 付 係
☎893-4411

（内線217・491・161・162）

療育手帳

　療育手帳は、知的障がい者（児）に対して一貫した指導、相

談を行うとともに、各種支援サービスを受けやすくするた

め、本人又は保護者の申請により、交付される手帳です。手

帳は、重度から順にA1・A2・B1・B2に区分されています。

　交付を希望される方は、以下のものを持参して、障がい

福祉課に申請してください。生育歴などについての聞き取

り調査を行いますので、手帳を申請される方のこれまでの

生活について詳しい方の同伴をお願いします。

①顔写真

　 1枚（タテ4cm×ヨコ3cm）

　※3ヵ月以内に撮影した写真をご用意ください。

②印かん（シャチハタ不可）

③母子手帳（親子手帳）

※ 申請していただいてから、しばらく後に児童相談所ある

いは更生相談所から判定の案内があります。判定からお

おむね2ヶ月程度で療育手帳が交付されます。相談所の

状況によっては、日数がかかることがあります。

精神障害者保健福祉手帳

　精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいのある方が、政

令に定める症状にあると認められた場合に交付されるもの

です。手帳は、重度から順に1級～3級に区分されています。

手帳交付を希望される方は、以下の書類をご持参ください。

○精神障がいによる障害年金を受給している方

① 申請書

　病院窓口と障がい福祉課窓口で準備しています。

② 年金証書および直近の振込通知書（年金番号の記載があるもの）

③ 同意書

　 病院窓口と障がい福祉課窓口で準備しています。障害等級等に

ついて、社会保険事務所へ照会することに対する同意書です。

④印かん

⑤ 写真（タテ4cm×ヨコ3cm）

　※申請時から1年以内に撮影したもの

障 が い 福 祉 課
自 立 支 援 係

☎893-4411
（内線216・467・163・164・286）

重度心身障害者（児）医療費助成

　重度の心身障がい者（身体障害者手帳1級又は2級、療育

手帳A1又はA2該当者）の経済的負担を軽減するため、保

険診療による医療費の自己負担分を助成する制度です。

更生医療・育成医療

　身体障がいをもたらしている一定の症状（放置すればそ

の身体障がいの状態が永続する）に対して医学的処置を行

うことによって、日常生活活動が回復又は向上する可能性

が認められる場合に適用される特別の医療で、県の指定医

療機関でのみ受けられます。

医療費助成・公費負担
問  障がい福祉課　☎893-4411（内線217・491・161・162）

障 が い 福 祉 課
自 立 支 援 係

☎893-4411
（内線216・467・163・164・286）

精神障害者通院費公費負担制度

　精神障がい者が病院または診療所に通院治療を行うこ

とによって適正な治療が受けられるようにするため、それ

に要する医療費を公費で負担する制度です。

ら順に1級～6級に区分されていますが、さらに障がいに

より視覚、聴覚（平衡）、音声言語、肢体不自由、内部障害（呼

吸器や心臓、腎臓、膀胱又は直腸、小腸等）に分けられます。

　交付を希望される方は、以下のものを持参して、障がい

福祉課に申請してください。

① 診断書

　所定の様式があり、障がい福祉課で準備しています。

　 診断書は、身体障害者福祉法第15条第1項で指定された

医師に書いてもらってください。診断書を書いてもらっ

てから、3ヵ月以内に申請してください。

②顔写真

　 1枚（タテ4cm×ヨコ3cm）

　※1年以内に撮影した写真をご用意ください。

③印かん（シャチハタ不可）

※ 申請していただいてから、通常3ヶ月程度で手帳が交付

されます。ただし、提出していただいてから診断書・意見

書の内容に疑義ある場合には指定医への照会等で日数

がかかることがあります。

④個人番号が記載されているもの

　個人番号カードまたは個人番号の通知カード

○障害年金を受給していない方

① 申請書

　病院窓口と障がい福祉課窓口で準備しています。

②診断書

　所定の様式があり、病院窓口で準備しています。

③印かん

④ 写真（タテ4cm×ヨコ3cm）

　※申請時から1年以内に撮影したもの

○特別障害給付金を受給している方

① 申請書

　病院窓口と障がい福祉課窓口で準備しています。

② 特別障害給付金受給資格者証（特別障害給付金支給決定

通知書）および直近の振込通知書

③同意書　④印かん

⑤ 写真（タテ4cm×ヨコ3cm）

　※申請時から1年以内に撮影したもの

　日本国憲法第25条には、「すべて国民は、健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定められてい

ます。この権利を具体的に実現するために作られたのが生

活保護制度です。

　生活保護を受けるには生活福祉課までお気軽にご相談

ください。また、生活の不安や困りごとがある場合は、一人

で悩まず、深刻化する前に早めにご相談ください。

生活保護
問  生活福祉課　☎893-4411（内線174・489）
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　心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時

介護を必要とする在宅の20歳以上の障がい者に支給され

る手当です。

問  障がい福祉課給付係　☎893-4411（内線217・491・161・162）

特別障害者手当

各種手当

問  児童家庭課　☎893-4642

特別児童扶養手当

　身体または、精神に障害のある20歳未満のこどもを養

育している方で、所得が一定の基準額に達していない場合

に支給します。

問  障がい福祉課給付係　☎893-4411（内線162・217）

障害児福祉手当

　心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時

介護を必要とする在宅の20歳未満の障がい児に支給され

る手当です。

　自分の判断で福祉サービスの利用や支払を行うことが難

しい認知症高齢者や障がい者に対して、福祉サービス利用

のお手伝い、日常的な金銭管理のお手伝い等を行うことに

より、安心して生活ができるよう支援をおこなっています。

福祉サービス利用援助事業
問   宜野湾市権利擁護支援センターうるる  

（宜野湾市社会福祉協議会内）　  

☎893-6080

　母子・父子自立支援員は、母子・父子・寡婦家庭を対象に、

自立に必要な情報提供・相談、職業能力の向上や求職活動

に関する支援をしています。

◦母子父子寡婦福祉資金貸付

◦資格取得・就労相談

◦日常生活支援事業（ヘルパー派遣）

◦その他

受付時間／10：15～17：00

※来所の際はご予約ください。

母子・父子自立支援員
問  児童家庭課　☎893-4642

　ひとり親家庭で、自立に向けて教育訓練を受講したり、

養成機関で修業したりする場合に給付される制度です。

（事前に母子父子自立支援員との面談が必要です。お問い

合わせください）

自立支援教育訓練給付金・
高等職業訓練促進給付金

問  児童家庭課　☎893-4642

　母子・父子・寡婦家庭の方に対して、沖縄県が実施してい

る貸付事業です。資金の種類は、修学資金、技能習得資金、

就業支度資金、事業開始資金等の貸付制度があります。

　希望の場合はお早めにご相談ください。

母子父子寡婦福祉資金の貸付
問  児童家庭課　☎893-4642

　母子・父子家庭の児童とその父母、および父母のいない

家庭の児童が入院または通院による治療を受けた場合、医

療費の一部を助成します。

　児童は18歳（18歳になった最初の3月末日）までが補助

の対象となります。

母子及び父子家庭等医療費助成
問  児童家庭課　☎893-4641

　母子・父子家庭の児童の母や父、または父また母が身体

などに重度の障がいがある児童の母や父、あるいは母や父

にかわって、その児童を養育している方に支給します。（所

得制限あり）。

※ 平成26年12月より公的年金（障害年金等）との併給が可

能となりました。

※ 年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額が支給

されます。詳しくはお問い合わせください。

児童扶養手当
問  児童家庭課　☎893-4642
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居宅介護

（ホームヘルプ）

自宅での入浴や排せつ、食事などの介護

を行います。

重度訪問介護

常に介護を必要とする人に、自宅で、入

浴、排せつ、食事の介護、外出時における

移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有

する人に、移動に必要な情報の提供（代

筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支

援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行

動するときに、危険を回避するために必

要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等

包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護

等複数のサービスを包括的に行います。

○訓練等給付

　身体的または社会的なリハビリテーションや就労につ

ながる支援を行います。

　訓練等給付で利用できるサービスは次の7種類です。

自立訓練

（機能訓練・

生活訓練）

自立した日常生活又は社会生活ができる

よう、一定期間、身体機能又は生活能力の

向上のために必要な訓練を行います。

宿 泊 型 自 立 訓

練

知的障がいや精神障がいの方に、居室その

他の設備を利用させるとともに、家事等の

日常生活能力を向上させるための支援や、

生活等に関する相談及び助言を行います。

自立生活援助

施設入所支援や共同生活援助を利用して

いた方を対象として、定期的な巡回訪問

や随時の対応により、円滑な地域生活に

向けた相談・助言等を行うサービスです。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一

定期間、就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

（A型＝雇用型、

B型＝非雇用型）

一般企業等での就労が困難な人に、働く

場を提供するとともに、知識及び能力の

向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

就業に伴う生活面の課題に対応できる

よう、事業所・家族との連絡調整等の支

援を行います。

共同生活援助

（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相

談や日常生活上の援助を行います。

○障害児通所支援

　障がい児に日常生活における基本的な動作の指導や集

団生活に適応できるよう、療育を通して支援を行います。

児童発達支援

【対象…未就学児】

日常生活における基本的な動作の指導、

集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

【対象…未就学児】

肢体不自由の障がい児が対象で、児童発

達支援及び治療を行います。

放課後等

デイサービス

【対象…就学児】

就学中の障がい児に対して、放課後や夏

休み等の長期休暇中において、生活能力

の向上のために必要な訓練、社会との交

流促進等を行います。

保育所等訪問支援

保育所等に通う障がい児に、その施設を

訪問し、集団生活への適応のための専門

的な支援等を行います。

居 宅 訪 問 型 児

童発達支援（平

成30年度新設）

重度の障がい等により外出が著しく困

難な障がい児に対し、居宅を訪問して発

達支援を提供するサービス。

○サービス等利用計画

計画相談支援

障害児相談支援

障がい者（児）の抱える課題の解決や適

切なサービス利用に向けて、サービス利

用計画の作成や、一定期間ごとのモニタ

リングを行います。

区 分 世 帯 の 収 入 状 況
月 額 負 担

上 限 額
生活保護 生活保護受給世帯の人      0円

低所得
市町村民税非課税の世帯に属す

る者
     0円

一般1

居宅で生活する障害者及び20

歳未満の施設入所者で市町村民

税課税世帯に属する者（所得割

16万円未満）

※ 入所施設利用者（20歳以上）、

グループホーム利用者を除く

 9,300円

居宅で生活する障害児で市町村

民税課税世帯に属する者（所得

割28万円未満）

 4,600円

一般2 上記以外の人 37,200円

障害福祉サービス、障害児通所支援の内容

○介護給付

　障害程度が一定以上の方に生活上または療育上の必要

な介護を行います。

　介護給付で利用できるサービスは、次の10種類です。

サービスを利用したときにかかる費用

　サービスの定率負担は、所得に応じて次の所得区分に月

額負担上限額が認定され、一月に利用したサービス量に関

わらずそれ以上の負担は生じません。

サービスの利用の仕方

①支給の申請　②勘案事項調査

③サービス等利用計画案の提出

④ 支給の要否決定（認定）※介護給付サービスを希望され

る18歳以上の方は、市審査会による障害支援区分の認定

を経ての決定となります

⑤サービスの契約・利用・提供　⑥利用者負担（費用の1割）

⑦事業者が市町村に代理受領請求　⑧支払い

障害福祉サービスとは

　障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざ

した、障害者総合支援法による自立支援給付と地域生活支

援事業があります。また、児童福祉法に基づく障害児通所

支援もあります。

障害福祉サービス
問   障がい福祉課　☎893-4411  

（内線163・164・216・243・286・467）

短期入所

（ショートステイ）

自宅で介護する人が病気の場合などに、

短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療

機関で機能訓練や療養上の管理、看護、

介護や世話をします。

生活介護

常に介護が必要とする人に、昼間、入浴、排

せつ、食事の介護等を行うとともに、創作

的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、

排せつ、食事の介護等を行います。
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